
（別紙様式２－１）                                     （県立高等学校・中学校用） 
 

熊本県立菊池高等学校 令和５年度（２０２３年度）学校評価計画表 

 

２ 本年度の重点目標 

① 確かな学力の育成と個に応じた指導の充実 

② キャリア教育の推進と個性を生かす進路指導の充実 

③ 道徳教育の充実と命を大切にする心の育成 

④ 国際・社会の形成者としての資質の育成と国際社会に生きる日本人の自覚の醸成 

⑤ 体力の向上、豊かなスポーツライフの継続、心身の健康の保持増進及び安全教育の充実 

⑥ 安全で安心できる学びの場となる環境づくりの推進 

⑦ 地域に開かれた信頼される学校づくり 

 

３ 自己評価総括表 

    評 価 項 目 
評価の観点 具体的目標 具体的方策 

大項目 小 項 目 

 

学校 

経営 

 

特色ある学校づく

り 

 

地域を柱に社会に貢

献できる人材の育成 

 

 

○探究学習の充実 ○探究学主任を設置し、

菊池市の高校魅力化コ

ーディネーターと連携

して、探究学習の計画立

案、円滑な実施を図る。 

○個に応じた指導の

充実 

○授業や家庭学習にお

いて、ICT(Classi)を活用

し、個別学習を取り入れ

る。 

◯二者面談、三者面談を

実施する。 

○菊池市公営前進塾と

連携し、個別学習のサポ

ートを図る。 

地域の小中学校との

連携 

 

 

○小学校に対する啓

発 

 

○中学校に対する啓

発 

○夏休みに小学生に対

する学習支援を実施す

る。 

○中学生向けにオープ

ンスクールを実施する。 

安全管理の整備 安全管理に関する意

識向上 

 

 

○校内安全点検の実

施 

○自然災害時に対応

したマニュアルと体

制を整備 

 

○新型コロナウイル

ス感染症を含む学校

感染症防止対策の徹

底 

○健康保健部を中心に

職員に周知・実施する。 

○防災主任を中心にマ

ニュアルを整備し生徒、

職員に周知、啓発を行

う。 

○感染防止意識の向上

と安心安全な環境整備

を行う。 

○生徒・職員の健康状態

の把握と感染症発生時

１ 学校教育目標 

教育方針 「道徳性の陶冶、真理の探究、心身の錬磨」 

 《育てたい生徒像》 

  ① 豊かな人間性と正しい人生観・世界観を備えた生徒 

  ② 勉学への意欲と困難に屈せず人生を生き抜く力を身に付けた生徒 

  ③ 強健な身体と強固な意志を持った生徒 



の迅速な対応を行う。 

開かれた学校づく

り 

 

公開授業の推進 

 

○公開授業を年に２

回以上設定 

○保護者・地域への公開

授業の周知を行う。 

広報活動の推進 

 

○学校HPや広報誌

「きくち」への掲載

充実 

 

 

○熊本県教育委員会

HPへの記事掲載 

 

 

 

○学校パンフレット

やリーフレットの拡

充 

○学校HPの迅速な掲載 

○菊池市と連携を図り、

市の広報誌へ記事を掲

載する。 

 

○熊本県教育委員会HP

「フォトニュース」へ学

校の取組の記事を掲載

し、学校の魅力を伝え

る。 

○学校説明会などの情

報発信のリーフレット

作成や説明会で説明に

使用するパンフレット

を充実させる。 

 

育友会との連携 

 

○育友会総会・各種委

員会の充実 

○各行事等において育

友会役員との積極的な

連携を図りながら取り

組む。 

業務改善と働き方

改革 

勤務環境等の整備 

 

○校務分掌の見直し

職員間の連携強化 

 

 

 

 

○定時退勤日の徹底 

 

 

○年休等の取りやす

い雰囲気づくり 

○校長面談等による意

見交換を通して適宜改

善を図る。 

○業務を集約、整理して

業務を適正かつ効率化

する。 

○定時退勤日の週にお

ける呼びかけの実施と

会議等の精選 

○年休15日以上取得者

の増加を図る。 

 

学力 

向上 

 

教科指導力向上の

学習指導 

 

授業方法の改善 

 

◯新しい学習評価を

生かした授業づくり 

 

◯評価方法の研究 

 

 

 

 

 

○ICT機器の活用 

（学習者用端末の活

用） 

◯生徒に授業アンケー

トを実施する。 

○公開授業を実施する。 

◯評価方法について各

教科で検討したものを

全教科で共有し改良し

ていく。 

◯学期成績や評定のチ

ェック体制を整える。 

○生徒の１人１台端末

を活用し、パフォーマン

ス活動の場面を増やす

ことで、主体的・対話的

で深い学びの授業を実

践する。 

○学習者用端末を家庭

へ持ち帰り、家庭学習の

教材・教具としての活用

を行う。 



（基礎学力の定着との

連携） 

◯classroomを積極的に

活用する。 

基礎学力の定着 

 

○家庭学習時間の確

保と充実 

○家庭学習時間の調査

を年２回行う。 

◯家庭学習（週末課題）

を課し、習慣づける。 

読書習慣の確立 

 

読書活動の推進 

 

○朝読書の完全実施 

 

○計画的な図書館利

活用 

○定期考査期間以外は

朝読書を実施する。 

○探究学習や特別活動

などで図書館の利用を

促進する。 

キャリ

ア教育 

(進路 

指導) 

進路保障 

 

進路体制の再構築 

 

○進路研究の充実 

 

 

 

 

○特進クラスの育成

計画の立案（国公立大

学希望者３名合格） 

○学力向上委員会を

軸とした、生徒一人

一人の学習段階に応

じた指導体制および

国公立大学入試の指

導体制を構築する 

○県立大学を中心に入

試問題の研究を教科横

断で連携して行う。（推

薦入試対策） 

 

○模試の資料をもとに

進路検討会を実施する 

 

○Classiの学習教材を

活用する。 

○菊池市公営前進塾と

連携し、学年に応じた進

路講演会を実施する。 

キャリア教育の推

進 

 

進路に対する意欲の

高揚と職業観の育成 

 

○進路ガイダンスの

実施 

○探究部と連携した

インターンシップの

実施 

○就職指導の充実と

企業就職希望者全員

合格 

○進路指導部と外部業

者と連携した講話を実

施する。 

○業者の実施する上級

学校説明会への積極的

に参加する。 

○探究部と連携して、先

進校の視察やセミナー

などに参加し、そのノウ

ハウを得る。 

○キャリアサポーター

による就職面接を３学

年は１学期、２学年は３

学期に実施する。 

 

生徒 

指導 

 

生徒指導の徹底 

 

基本的生活習慣の確

立 

 

○段階指導の実施 

○挨拶の励行 

○遅刻の減少 

○私物管理の徹底 

○服装、頭髪等の指導を

段階的に指導する。 

○毎朝、正門で指導す

る。 

○生徒会のあいさつ運

動を学期１回実施する。 

○組織的に取り組む。 

特別活動の推進 

 

生徒会活動の充実 

 

○生徒主体の運営 ○生徒会活動を充実さ

せ、学校行事の充実と改

善を行う。 

部活動の推進 

 

○部活動加入生徒の

増加と実績の向上 

○活動環境の整備と学

校全体としての取組を



○奨励費の支給や同

好会等の基準作りな

ど明確なルール作り

を定める。 

強化する。 

○部活動推進委員会を

年２回実施し、委員から

の意見や要望を部活動

の活性化につなげる。 

人権教

育の推

進 

確かな人権感覚と

人権意識の向上 

共通理解と意識の高

揚 

 

○隔週１回の推進委

員会の実施 

○各種研修会への積

極的な参加 

○学期ごとに職員研修

を実施する。 

○年１回以上の職員の

各種研修会への参加を

促す。 

○学期ごとに人権教育

便りを発行する。 

教育相談 教育相談活動の充実 

 

○支援体制の確立と

共通理解 

 

〇支援を要する生徒

・保護者への相談体

制の整備 

○SC、SSW及び関係機関

と連携した生徒支援を

充実させる。 

○生徒支援委員会を週

１回開催し共通理解と

支援の方向性と役割分

担を明確化する。 

○生徒理解研修を学期

に１回実施し、全職員の

共通理解を図る。 

命を大切にする心

を育む教育 

生命の尊厳並びに思

いやりの心の育成 

○命の大切さを教え

る取組の充実 

 

○講演会等を通して

の啓発活動の推進 

○「生命尊重」を重視し

た授業等を１回以上実

施する。 

○実態の共有と健康教

育について外部機関と

連携した指導の実施。 

〇職員による講話を学

期に１回実施。 

いじめ

の防止

等 

いじめの未然防止 

いじめの把握 

 

いじめの減少 

 

○いじめを生まない

環境 

の醸成人権に配慮し

た被害生徒、加害生

徒への対応・指導 

○人権教育と連携した

講話等を実施する。 

○クラス活動、コミュニ

ケーションを高める教

育を実施する。 

○職員研修を実施する。 

いじめが疑われる事

案の把握の増加 

 

○事案の把握 ○二者面談を学期１回

実施する。 

○いじめ防止アンケー

トを各学期1回実施し、

気になる生徒には速や

かに面談を行う。 

○生徒の状況を把握す

るための生徒支援委員

会を毎週1回開催する。 

○「いじめの防止等の対

策のための組織」会議を

各学期1回開催する。 

いじめに対する措

置 

速やかな事実確認と

いじめ解消に向けた

取り組みの実施 

 

○職員の組織的な対

応 

○いじめ解消に向け

た計画的な対応 

○関係職員で聴き取り

を速やかに実施する。 

○いじめ事案の認知を

積極的に行う。 

○SC･SSW等の活用を積



極的に行う。 

○対応マニュアルの点

検を行い活用しやすい

ように改善する。 

 

 

人権に配慮した加害

生徒、加害生徒への

対応・指導 

 

○被害生徒を守ると

ともに加害生徒に適

切な対応 

○両者に対し寄り添

いながら、継続した

見守りと関係改善に

向けた対応 

○加害生徒及び関係し

た生徒の指導を適切に

行う。 

○保護者との連携を円

滑に行うとともに人権

に配慮した対応を行う。 

地域連

携(ｺﾐｭﾆ

ﾃｨ･ｽｸｰﾙ

など) 

 

 

総合型コミュニテ

ィースクールの充

実 

 

地域や関係機関との

連携 

○行政機関や地域と

の連携強化 

○学校運営協議会等を

通じて本校の課題と改

善策を見いだす。 

防災教育の充実 

 

○生徒と職員の防災

・減災に対する意識

の向上とそれに関す

る基本的な知識の獲

得 

○防災訓練を実施する。 

○防災啓発の掲示物を

作成する。 

○外部講師と連携した

防災教育を行う。 

ボランティア活動

の推進 

心豊かな生徒の育成 

 

○ボランティア活動

の活性化 

○卒業時までに全校生

徒５回以上のボランテ

ィア活動を経験させる。 

○市や地域と連携を図

る。 

○校内の奉仕活動、育友

会林の維持管理活動を

充実させる。 

○市・地域と連携しボラ

ンティア委員会活動を

充実させる。 

学校理解 

 

学校理解に向けた活

動の推進 

 

○本校から地域への

協力と本校学校行事

への協力要請 

○学校行事への育友

会協力のための連携

充実 

○地域から要請される

清掃活動等へ積極的に

協力する。 

○育友会広報誌「大椋」

での学校行事紹介や活

動報告の充実を図る。 

○育友会「一人一役運

動」を活性化させる。 

○育友会関連行事への

保護者参加の増加を図

るため、Classi配信の活

用や役員会を充実させ

る。 

 


